
令和６年度中山間地域等直接支払制度実施状況の公表 

 

中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定に基づき、協定の概要及び実施状況について

次のとおり公表します。 

 

○ 集落協定の概要(集落(個別)協定の締結状況) 

  各集落に交付された交付金は、「水路・農道等の維持管理」、「周辺林地の下刈り、景観形成等

の管理(多面的機能の確保）」、「共同利用機械の購入」などのために交付金の半分以上が集落の共

同取組活動費用として充てられています。 

   集落協定数：13協定 

   個別協定数：７協定 

 

○ 集落(個別)協定への交付額(単位：円) 

 

 
集落名 

田 畑 草地 採草放牧地 
集落毎計 

急傾斜 緩傾斜 急傾斜 緩傾斜 急傾斜 緩傾斜 急傾斜 緩傾斜 

集
落
協
定 

１ 正路-１ 185,337   39,012     224,349 

２ 馬渕-１   283,578      283,578 

３ 馬渕-２ 1,198,449        1,198,449 

４ 馬渕-３    94,976     94,976 

５ 大沢     1,092,850 69,729 17,473 1,583 1,181,635 

６ 浦子内  102,122  4,133 7,451 8,220   121,926 

７ 赤井田    42,207 1,356,036    1,398,243 

８ 吉ヶ沢-３    45,099 91,820 85,874   222,793 

９ 吉ヶ沢-４     572,764 555,231   1,127,995 

10 上外川-１     427,927 932,526   1,360,453 

11 江刈川     1,132,603    1,132,603 

12 江刈馬渕     643,524 94,155   737,679 

13 塚森     1,345,133 158,693   1,503,826 

個
別
協
定 

１ 垂柳     277,000    277,000 

２ 打田内     266,185    266,185 

３ 土谷川     551,638    551,638 

４ 元木     417,952    417,952 

5 野中     408,565 64,491   473,056 

6 鍋倉    36,670 169,343       206,013 

7 江刈川-２ 295,743        295,743 

傾斜計 1,679,529 102,122 283,578 262,097 8,760,792 1,968,919 17,473 1,583 13,076,092 

地目計 1,781,651 545,675 10,729,710 19,056  

合計 13,076,092 

 

 

 



○ 集落(個別)協定の面積(単位：㎡) 

 

 
集落名 

田 畑 草地 採草放牧地 
集落毎計 

急傾斜 緩傾斜 急傾斜 緩傾斜 急傾斜 緩傾斜 急傾斜 緩傾斜 

集
落
協
定 

１ 正路１ 11,032   13,933     24,965 

２ 馬渕１   24,659      24,659 

３ 馬渕２ 57,069        57,069 

４ 馬渕３    27,136     27,136 

５ 大沢     104,081 23,243 17,473 5,279 150,076 

６ 浦子内  15,957  1,476 887 3,425   21,745 

７ 赤井田    15,074 161,433    176,507 

８ 吉ヶ沢３    16,107 10,931 35,781   62,819 

９ 吉ヶ沢４     54,549 185,077   239,626 

10 上外川１     40,755 310,842   351,597 

11 江刈川     107,867    107,867 

12 江刈馬渕     61,288 31,385   92,673 

13 塚森     160,135 66,122   226,257 

個
別
協
定 

１ 垂柳     26,381    26,381 

２ 打田内     25,351    25,351 

３ 土谷川     52,537    52,537 

４ 元木     39,805    39,805 

5 野中     38,911 21,497   60,408 

6 鍋倉    10,477 16,128    26,605 

7 江刈川２ 14,083        14,083 

傾斜計 82,184 15.957 24,659 84,203 901,039 677,372 17,473 5,279 1,808,166 

地目計 98,141 108,862 1,578,411 22,752  

合計 1,808,166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○令和５年度 農業生産活動等の実施状況(集落協定数) 

 件数 

１ 農用地に関する事項（複数可） 

①  耕作放棄されそうな農用地については、集落内外の担い手農家や第３セクター等による利用

権の設定等や農作業の委託を行う。 
３ 

②  既荒廃農地を協定農用地に含める場合には、荒廃農地の復旧、畜産的利用又は林地化を行う。 ０ 

③  既荒廃農地を協定農用地に含めない場合には、協定農用地に悪影響を与えないよう草刈り、

防虫対策等の保全管理を行う。 
０ 

④  農地法面の崩壊を未然に防止するため、集落内の担い手を中心に定期的な点検を行う。  10 

⑤  協定農用地への柵、ネット等の設置等により鳥獣害防止対策を行う。 １ 

⑥  限界的農地については、林地化等(そのための買い上げを含む)を行う。 ０ 

⑦  作業道の設置、排水改良等簡易な基盤整備を行う。 ３ 

⑧ 協定農用地における農業生産活動が維持されるよう担い手(認定農業者、これに準ずるものと

して市町村長が認定した者、第３セクター、特定農業法人、農業協同組合、生産組織等)を確保

する。 

０ 

⑧  集落の新たな雇用創出や地域経済の活性化に資する地場農産物の加工・販売を行う。 ０ 

⑨  その他(土地改良事業、災害復旧及び地目変換(田から畑等へ)等) ０ 

２ 水路・農道等の管理(複数可) 

①  水路 ２ 

②  農道 12 

③  その他 ０ 

３ 多面的機能を増進する活動(複数可) 

①  農地と一体となった周辺林地の下草刈り等を行う。 10 

②  棚田オーナー制度の実施、市民農園・体験農園の開設・運営を行う。 ０ 

③  景観作物を作付ける。 ０ 

④   土壌流亡に配慮した営農を行う(等高線栽培、根の張る植物を畝間に植栽) １ 

⑤  体験民宿を実施する(グリーンツーリズム）。 ０ 

⑥  魚類・昆虫類の保護を行う(ビオトープの確保）。 ０ 

⑦  冬期の湛水化、不作付地での水張り等の鳥類の餌場の確保を図る。 ０ 

⑧  粗法的畜産を行う。 ２ 

⑨ 堆きゅう肥の施肥、拮抗植物の利用、アイガモ・鯉の利用、輪作の徹底、緑肥作物の作付け

等を行う。 
２ 

⑨  その他 ０ 

 

 

 

 

 

 

 

 



○令和５年度 農業生産活動等の体制整備の実施状況(集落協定数) 

 件数 

１ 協定農用地の将来像を踏まえた集落の現状（複数可） 

①  担い手等が確保できており、耕作を継続していく １ 

②  担い手等が確保できているが、全ての委託希望は受けられない ０ 

③  担い手等が確保できていない ０ 

④  耕作を継続していきたいが、耕作条件の悪い農地がある １ 

⑤  耕作を継続していきたいが、農業所得が低い ０ 

⑥  耕作を継続していきたいが、法面や水路・農道との管理が過重な負担となっている ０ 

⑦  鳥獣被害が深刻であり、耕作意欲が衰退している ０ 

⑧  集落の自治（コミュニティ）機能が低下しており、生活に支障・不安が生じている ０ 

⑨  その他 ０ 

２ 集落の現状を踏まえた対策の方向性（複数可） 

①  耕作放棄の懸念はなく、集落の課題もないことから、対策は不要 ０ 

②  想定内で担い手を育成・確保 １ 

③  想定外で担い手を確保 ０ 

④  基盤整備等により耕作条件を改善 ０ 

⑤  農産物の高付加価値化により所得の向上を図る ０ 

⑥  新たな作物の導入により所得の向上を図る ０ 

⑦  省力化技術の導入や外注化等により労働負担の軽減を図る ０ 

⑧  耕作継続が困難な農用地の林地化 １ 

⑨  放牧利用による農用地の管理 ０ 

⑩  鳥獣被害防止対策の実施 ０ 

⑪ 集落の自治（コミュニティ）の強化 ０ 

⑫ その他 ０ 

3 具体的な対策に向けた検討（複数可） 

②  特に懸念はなく、協定参加者で実施していく １ 

② 協定参加者だけでは検討が困難であり、外部（市町村・都道府県を含む）からの助力を得た 

  い 
０ 

③  他の協定との広域化を考えたい ０ 

④  中山間地域等直接支払交付金の加算措置を活用したい ０ 

⑤  対策に活用可能な補助事業等を紹介してほしい ０ 

⑥  その他 ０ 

4 農業生産活動等の継続のための支援体制 

①  農地所有適格法人が支援する ０ 

②  JAが支援する ０ 

③  集落営農組織が支援する ０ 

④  農業者が支援する ０ 

⑤  協定参加者で役割分担しつつ、農地用の維持管理を行う １ 

⑥  その他 ０ 



 


